
件名：【新型コロナウイルス】スペインから日本への帰国について 

 

昨 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 の 当 館 発 領 事 メ ー ル （ https://www.es.emb-

japan.go.jp/files/100131950.pdf）等にてお知らせいたしましたとおり，２０２１年

１月１日午前０時（日本時間）から１月末までの間，スペインから日本へご帰国される際，

日本人の方についても出国前７２時間以内の検査証明の取得が必要となっていましたが，

本日（１月１３日），新たに以下１及び２の措置が決定され，本年１月１４日午前０時（日

本時間）以降に入国する方々に対して，日本の緊急事態宣言解除までの間適用されること

となりましたので，お知らせいたします。 

 

１ 全ての入国者について，当分の間，新たに，入国時に 

●14 日間の公共交通機関不使用 

●14 日間の自宅又は宿泊施設での待機 

●位置情報の保存 

●保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等 

について（別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について）誓約

を求めるとともに，誓約に違反した場合には，検疫法上の停留の対象にし得るほか，以下

のとおりとする。 

 

（１）日本人については，氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。 

（２）（日本人以外の）在留資格保持者については，氏名，国籍や感染拡大の防止に資する

情報が公表され得ることとするとともに，出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留

資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。 

 

２ 上記１について，誓約書を提出しない者に対しては，検疫所長の指定する場所（検疫

所が確保する宿泊施設に限る。）で 14 日間待機することを要請する。 
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